
＜「とちの環エコ製品」利用フロー図＞ 

「とちの環エコ製品」の工事利用の流れを以下に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【工事請負者】 

１．設計図書に基づき認定製品を利用する。 

【工事発注担当者】 

１．設計図書に基づいた認定製品の利用を確認する。 

【申請者（生産者）】 

栃木県リサイクル製品認定申請（８～10月） 

【環境森林部】 

申請受理 
【県土整備部等】 

各基準への適合確認 

製品の認定 

 

 

 

【新技術普及推進検討会】      

１．グループ区分 決定 指針第４条 

２．利用手順書  決定 指針第９条 

通知（発注機関あて） 

 

事前審査 

本審査（認定審査会） 

【技術管理課】 

認定製品のうち、県土整備部発注工事で 

利用可能なものについて以下の案を作成する。 

１．グループ区分 ２．利用手順書 

【生産業者】 

価格、供給可能量、供

給地域、歩掛等の情報 

栃木県リサイクル製品（とちの環エコ製品）の認定 

意見照会  

設計段階 

県土整備部での認定製品利用促進の運用 

工事完成 

【設計業務委託請負者】 

１．設計において、利用可能なリサイクル認定製品の利用について検討を行い、リサイクル計

画書を作成する。 

【工事発注担当者】 

１．リサイクル計画書におけるリサイクル製品利用計画を確認し、発注段階での利用につい

て再度検討する。なお、利用上のグループ区分「Ｃ」の製品の利用実施にあたっては、

事業主管課と協議を行う 

２．設計図書により認定製品利用指定を行う。 

 

 回 答   

依頼 

回答 

各発注機関での運用 

【工事請負者】 

１．「リサイクル製品利用実績書」を作成し提出する。 

【工事発注担当者】 

１．「リサイクル製品利用実績書」を受理し内容を確認する。 

工事施行中 


